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区域外居住者 避薙指示等対象区域及び自 主的避帷等対象区域以外

の区域に居仕する者

空間線最 ある特定の場所における放射線拭

空間線品ギ 対袋とする空間0)単位時間当たりの放射線拭

クロロキン最高裁判決 最高裁平成）し年（オ第 12 6 0号同 7年 6月 23 H第

二小法廷判決 ・民集49巻 6号 16 0 0頁

咎戒区域 原災法 28条2項，災害対策基本法 63条 1項に基づ

き，緊急＃態応急対治に従半する名以外の者につい

て，市町村長か一時的な立入りを認める場合を除き，

当該区域への立入りを快止し，又は当該区域から0)退

去を命じた区域

計画的避雌区域 原災法 2()条 3項に晶づき，居住者等に対し，概ね 1

か月以内の計画的な避難を指示した区域

庚長二陸地裟 炭長 16年 10月28日 (16 I I年 12月2日）の

津波を引き起こした地窟

原災法 原子力災害対策特別措侶法

原災法施行規則 原子力災宮対策特別措凶法施行規則

原災法施行令 原—トカ災害対策特別措恒法施行令

原災本部 原災払（平成 24年仏律第47号による改正前のも

0)) 1 6条 1項に広づき，平成 23年 3月 11日内閣

府に設箆された， 「平成 23年 (20 1 1年）福品第

ー及び第二原子））発電所事故に係る原子）J災吉対策

本部」 （平成 23年内閣府告示第8号）

原災本部長 原子））災害対策本部長

原災マニュアル 原―（力災害対策マニュアル

原子）J安全委員会 原子）J基木法（平成 24年法律第47号による改正前

のもの） 4条，原子）J委員会及び原子）J安仝委員会設

世沈（昭和：1（)年法律第 18 8号。平成 24年法律第

4 7号による改正匙名変更前のも(T))1条に基9うき，

内囮府に（半成 13年法律第 10 2号による改正前は

総理府に）設世されていた，原子力安企委員会

原子）J安全技術センター 財団法人原子））安全技術センター

原子力安全基盤機燐 独立行政法人原子力安全基盤機枯

原子力委員会等 原子力委員会又は原子炉安全専門審森会

原子力甚本法 原子力基本法（昭和 30年法律第 J8 6号）

原子力緊急半態直言 原災法 15条 2項に基づく内閣総理大臣による原子▲

力緊急事態か発生した旨等の公示

原子炉建屋 原子炉格納容器等か設匝されている建屋

原賠審 原子力担害賠恒紛争審査会

原賠払 原（力掛害の賠償に開する仏律

後段規制 設計及び上事の方法の認可，使11」前検立の合格，保安

規定の認可並びに施設定期検在までの規制

合同WG 総合苔況エネルギー調査会）呆了力安全 ・保安部会而j

哀 ・情造設計小委員会地震・津波，地9a・地舘合同ワ

ーキンググループ

国会事故調 東京危｝」福島原子力発需所市故謁査委員会法（平成 2

3年法律第 1I 2号）に基づいて日会に設世された

「東京電力福島）泉子力発電所辛故調査方員会」，又は，

同委員会が平成 24年 7月5日作成した 「国会事故潤

報告，，，」
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曰賠法 日家賠伯法

災対法 災古対策基本法

白主的避薙等 避難指9」ヽ等に基づかずに行った避碓及び滞在

自主的避難等対象区域 中間指針第一次追抽において指定された，福島哄の 2

3市町村（福品市，二木松市， 伊達市，木宮市，桑折

町，国見町，）1|俣町，人玉村，郡111市， 須袈川市，用

村巾，鋭石町，天栄村，石川町，玉）1|村， 平田村，浅

川町，山殿町， 三春町，小野町，相煕市，新地町，い

ねき m)のうち，避薙指示等対象区域な除く区域

自主賠償ぶ準 被告東宅が疋めた賠1賞某準

尖効腺益 特定の部位への被ばくによる影蓉を，全身への平均的

な影害として表すために．等価祁旦を糾織や馳器別の

組織加瓜係数でill]正（玉み付け） した値

実用炉規則 実用発電用原子炉の段世，運転等に関するt見則（昭和

5 3年辿商産業省令第 77号）

シビアアクシデント 設計某準市象を人幅に超える中象であって，安全設計

の評価上危t定された手段ては適切な炉心の冷却又は

反応度の制御ができない状態であり ，その結果，炉心

の重｝りな損傷：こ杢る車象

軍大事故 敷地周辺の事象．原子炉の特性．安全防護施設等を考

慮し，技術的見地からみて，岐世の場合には起こるか

もしれないと考えられる車大な事故

白観地宍 西暦 86 9年に東北地方沿岸を方息い，貞餃津放を引き

起こしたとされる地宗

貞観沖放 西／呑 86 9年に東北地力沿岸を襲った巨大地店によ

って東北地方に到来 した沖波

詳細設計 原了炉施設の具体的な誤計や工半h法

使用停 l |• き芦処分 平成 24年改正後の炉規法 43条の 3の23に定め

る，発電）IJ原子炉施設の使）IJの停止，改造，修理又は

移転，発電）Il原子炉の運転の方法の指定その他保安0)

ために必要な措図

省令 62号 発電用原子力設備に関する技佑基準を定める省令

昭莉I3 9年原了炉立地寄 昭和 39年 5月27 11に原了力委兵会によっご策定

杏指針 された 1泉—f炉立地帝杏指針

昭和 45年安全設計審杏 昭和 4R年 4月 23日こ原子）J委員会において決定

指針 された「怪水炉についての安全設illに閣する審査指針

について」

昭和 53年耐霰設計審査 原子力委只会が昭和 53年 9月 29日に決定した発

指針 電用原子炉施設に関する耐震設計審杏指針

除染関係ガイドライン 探境省が策定した 「防染関係ガイドライン（平成 25 

年 5月第 2版）」

除染特措法 「 平成 二十二年二月 十— H に発生した束北地方太平

洋1|l地席に伴 う原子））発竜所の事故により放出され

た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特

別措爵法」 （平成 23年法律第 11 0号）



444/449第一法規『D1-Law.com 判例体系』

2026/05/07 17:43
（審71）参考2-2-1

浸水深 地盤から津波瓶跡までの向さ

浸水商 津波によって建物や設備に残された変色部や漂柑物

等の痕跡の，韮準佃からの高さ

推進地域 ア成 16年4月2日に制出された日本海溝，千鳥海溝

周辺海溝型地需iこ係る地需防災対策の推進にe¥tlする

特別措習法3条 1項て内問裕理大臣が指定するもの

とされた，日本海滞．，千島海滞周辺海滞邸地震が梵生

した場合に著しい地挨災杏が生ずるおそれがあるた

め地嚢防災対策を推進する必要がある地域

推進本部 池裟防災対策特別措陀法（平成 7年法律第 ll l号）

に基つき，文部科学省（平成 11年法律 IO2号によ

る改正前1ま総理府）に設闘された，地袋調食研究推進

木蔀

水究化 水中に仝体が没しても，水位か卜がったあとすぐに連

転可能な什様にすること

政府市故謀l 半成 23年5月24日閣忠決定に基づき設円された

「東京雷力福島1Ji¥-f-カ発宅所における事故調杏 ・検証

委貝会」

政府市故潤査最終報告苦 政府に設問された東京弓力揉品原十力発定所におけ

る事故調査 ・検詞委旦会作成の平成 24年7月23日

付け 「飛終報告掛」

設計基準手象 原子炉施設を異常な状態に屯く可能性のれる手象の

っち，原子炉施設の安全設計とその註価に当たって考

慮すべきものとされた事挟

設直許可基準規則 炉規法43条の 3の6第 1項4号の会任に基づく 「実

用発電用原了炉及びその附屈施設の位円，枯造及び設

備の基準に関する規則」

総合晶木施浜 地震防災対策特別枯置法 7条2項 1号により策定し

た推進本部の活動の指針となる 「地展調査研究の推進

について 1

遡卜．布 津波による浸水の最先端か逹した地盤の最も祁い位

筒に到達した節rJrの高さ

,€連棠者最尚裁判決 足晶裁昭和 61年す）第 11 5 ~弓半成冗年 1 1月 2

4日第二小法廷判決 ・民集4:1巻 10号11 6 9頁

タービン建屋等 l~4号機井常用ディーゼル光雷機及び附屈施設が

設脱されていた 1~4号機各タ ービン建届， 2号機B

系， 4号楼B系の空冷式非常）IIディ ービル発屯機及び

附属設備が設西されていた共用プール建屋，1号楼

C,D系の非常）廿低庄配屯盤が設性されていた 1号機

コントロ ール建ぶの総称

耐展設計審査指針 発定用原子炉施殺に関する耐西用設計審査指針

耐哀バノクチェ、ノク 保安院が，平成 18年9月20日，被告東電を含む掠

チカ宰業者に対して指示した，改訂された平成 18年

耐哀設計審査指針に照らした既設発電用掠 —（，炉施設

等の安全性評価

宅建染沈 宅地建物収 ~I 党法

筑砦じん肺最商裁判決 最商裁平成 13年受第 17 6 0号同 16年4月27 

日第三小法廷判決 民集58呑4月10 3 2頁

中央防災会話 災害対笈品本法（昭和 36年江律第22 3号） 11条

1項に韮づき内閣府に設世された，中央防災会議
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中間指針 軒賠審が第定 した平成 23年 8月5日付け「東京宅力

株式会社福島弟ー，第二原子、I)発電所事故による原子

力捐害の範囲の判定等に関する中間指針」

中間指針第一次追補 平成 23年 12月6日付け「東京涵力株式会礼福島第

ー、第二原―()J発電所事故による原了）吐員害の範囲0)

判定等に閲する中間指針追補（自 主避難等に係る損害

について） 」

中岡指針第―次追補 、「成 24年 3月16日付け 「東京屯力株式会社茄品第

ー、第ー原子力梵屯所事故による原子力担害の範囲の

判定岱iこ閑する中間指針第二次追補（政府による避難

区域等の見直し等に1系る損害について） l 

中間指針第匹次追補 平成 25年 12月26 8付け 「東京屯力株式会社福品

第一、第二原子力発写所市故による原子力捐害の範囲

の判定等に関する 中聞指針迫捕（避難指示の長期化等

に係る担害についズ） 」

中間指針坪 中開指針，中間指針第一次追補， 中間指針第―次追補

及び中間指針第四次追浦

長期評価 推進本部地衷調在委員会が平成 l4 <1. 7月3l ~ 作

成した「三給沖から房総沖にかけての地震活動の長期

評f曲について」

津波地霰 M tの値がMの値に比べ0 5以上大きいか，津波に

よる罪枯な災吉が記録されている にも かかわらず顕

著な挨宮が記録されていない地衷

津波審査ガイ ド~ 基準津波及び耐津波設計方先に係る審査ガイド~

津波評価技術 七木学会原＋力十木委員会沖波評価部会が平成 I4 

年 2月に作成 した「原了力発屯所の津波評仙技術」

低線祉ワーキンググルー 平成 23年 12月22日付け「低掠虻被ばくのリスク

プ報告吉 管理に関するワーキンググループ報告己．」

電気事業法 霞気事業法（昭和I3 9年法律第 17 0号）

屯平連 被告東屯を含り屯）J会仕で構成 される（エ意団体であ

る，電気市業述合会

等価祝最 吸収祝昼を，放射線の種類やニネルギー別の放射祝加

豆係数でh町「 （重み付け） した1直

士本学会 土木工学に閲する民間の学会である社団法人土木学

会 （平成 23年4月 1日から公益仕団法人土木学会）

泊兌電所 北池道電力株式会社泊発電所

内部溢水 原子力発屯所起源の水漏れ

日本海溝 ・千島沸溝躙杏会 巾央防災会議に設侶された 「日本海溝 ・千島海滞／訂辺

湘溝却地円に閑する専門調杏会」

『本海滞・千島海淮祝告吉 n本海消・千島海滞謂査会により 半成 18仔 1月25 

niこ報筈された 「日本海滞 ・千島海湘周辺海溝型地廃

に関する山門調査会報告」

波源域 津波の原因 どなる海底0)隆起や沈降を起こ した領域

波説モデル 津放の原因となる地雲の断尼運動を数値で表現した

モデル

バックチェッ ク 新たな安全瓦準が作成された隙に，それ以前に作らわ

た原子兄 こついて，新基即こ肥らし合わせて調歪 し直

ずこと

バックフィット 既設原子炉にも最新基準への適合をや務付ける制度

浜岡発沼所 中部電力株式会社浜岡昴子力発危I祈
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パラメ ータスタディ 想定沖波の不確定性を設計沖波水位に反映させるた

め，基準断陪モデル（政源モデル）の諸条件を合押的

と考えられる範囲内で変化させた数値計算を多数実

施すること

被告東霜 東京電））ホールディングス株式会礼

非常用雹源設備 外部霞源が喪失した場合ても，原子炉を安全に併止す

るために必要な屯力を供給する窒源設備（平成 14年

当時の省令 62号 2条6号二， 8条の 2,3 J条 2項）

（旧）避難l五岐 木件亨故直後に，政府が原災法に店づいて各地方公共

団体の長に対ごご住民の避華を指示 した区城

避難指示解除準備区域 旧避誰区域及び1日計血的避鮮区域のうち，イ「間柑算線

並20mSv以下となることが確実であろことが確

認されて指定された地坂

避難指示区域 1日避難区域見直し後の， 1忌還困難区域，居住制限区域，

避難指示解除準仰区域の総称

避離指示等 本件事故1-際して行われた内閣総理人臣1-よる避難

及び屋内退避指示

避等指示笠対象区J或 中間指針第 3に「対象区域」として掛げられている，

①避難区域，②屋内退避区域，③計画的避難区域、④

緊急眈避碓準備IX岐，⑤牡定避帷勧奨地点，⑥一峙雌

離要諸区域の総称

福島第一原発 福島第一原＋力溌定所

福品第二掠発 福島第―！京了力発宙所

平成 13年安全設計審査 原イ9カ委員会が昭和 45年4月に定め， 1見f力安全委

指針 員会によって平成 I3年 3月29日に一部改訂がさ

れた，発屯IT]軽水型原了炉の設世許可申詰に係る安全

審査において用いられる安全設計審査指針

平成 13年耐浜設計審森 平成 13年 3月 29日に改訂がされた耐浜設計審心

桁針 指針

甲成 18年耐否設計審杏 平成 18年 9月 19日に原子力安令禿員会において

指針 新たに決定された間）衷設計箔査指針

保安院 原子力安全 ・保安院

ポアゾン過程 その享象が当該期聞内に発生する平均回数のみに渚

目して，ポアソン分布という確率分布に従って発生確

率を計葬するal豆方法

防災指針 原＋力施設等の防災対第について（昭和 55{「6月3

0日原子力安全委旦会決定）

放射腺隣害防止法 放射性同位元素等による放射祝踪害の防止に閑する

法律

本件各評価害 束京電力株式会社福島祐一原子力発霞所 5号機及び

第二．I））.子力発電所 4号機耐衷安仝性にかかる中間報

告

本｛牛申故 福局第一原発において原子炉から放射件物阿か放出

される事故

本｛牛地衷 平成 23年：J/l1 1 8午後 2叶46分頃発生したマ

グニチュード 9 0の地震

本f’I設固等許可処分 内閣総理大止か昭和 41年から昭和 47年にかけて

行った福品第一原発 1号機ないし同発電所4号機の

各設世（変更）許可処分




